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  剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、令和２年６月 4 日開催の取締役会において、下記のとおり令和２年３月 31 日を基準日とす

る余剰金の配当を行うことを、令和２年６月 26日開催予定の第 44回定時株主総会に付議する事を決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

１．配当の内容 

 

 決定額 
直近の配当予想 

（令和２年４月 13 日公表） 

前期実績 

（平成 31 年 3 月期） 

基準日 令和２年 3 月 31 日 同左 平成 30 年 3 月 31 日 

1 株当たりの配当金 60 円 00 銭 60 円 00 銭 30 円 00 銭 

配当金の総額 65 百万円 ― 32 百万円 

効力発生日 令和２年 6 月 29 日 ― 令和元年 6 月 28 日 

配当原資 繰越利益剰余金 ― 繰越利益剰余金 

 

 

２．理由 

令和２年４月 13日付発表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の通り、基盤構築フェ

ーズにおける株主への配当は「安定配当に加えて基盤構築の進捗に合わせた増配」を基本方針としてお

ります。令和２年３月期の期末配当につきましては、基盤構築が順調に進捗した結果、利益構造改革に

よる中長期的な増益基調が見込まれるため、平成 31年３月期比で 30円増の１株当たり 60円とさせてい

ただく事といたしました。 

なお、４月は全店舗で休業したため、令和３年３月期は通期減益となる見通しですが、配当につきま

しては、前述の基本方針に従い、新型コロナウイルス終息後の期間損益が令和２年３月期と同等水準に

回復すれば基盤構築が進捗していると判断し、配当額を維持する方針です。 

以上 

 

 

（注）上記内容につきましては、令和２年 6 月 26 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会において「剰余金の処分の件」が承認可

決されることを条件としております。 


